
令・和4年 7月 づけ 湯布院幹部交番だより翁紗 回 覧
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7月は交通マナ■アッ 間となうています。
上率」調査によると、大分県は全

期間 令和4年7月 15日～令和4年 7月 21日までの7日 間

1横断歩道でのマナーアップの推進
2高齢者と子供の交通事故防止
・高齢者は身体機能の変化を理解し、交通事故に道わないようにする。
・ドライバーは学校等の付近では、子供の急な飛び出しに注意する。
3自転車の安全利用の促進
・ヘルメット等の着用に努め、自転車保険に加入する。
4全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用
・後部座席もシートベルトを着用。
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・子供たちを守るために チャイルドシートも正しく着用。
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:大型1万2千円、普通9千円、二輸7千円、原付6千円
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ろうとしている歩行者がいるのに●‐時停止をしないまま通り過ぎれば、i生
生童重豊とし 0

観光客の方が増え、いつも

かヽ確認し、渡ろうとしてい
る歩行者がいれは、
また、歩行車の皆さんもt圭圭上登二等して、ドライバーに横断歩道を波 確

・|‐ 11:● ●|

"′

・鰈

蒻
機

、こ)

ｔ
す
●


